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医療用品（01）エックス線フィルム 

一般医療機器 ノンスクリーン型歯科画像診断用 X 線フィルム JMDN コード：40978000 

フォーマ デンタルフィルム

*【形状、構造及び原理等】 

1.形状・構造 

サイズ：約 30×40㎜ 

タイプ：D感度、F感度 

 

2.包装 

150枚 / 箱 

  

【使用目的又は効果】 

本品は、特に歯科Ｘ線装置で使用するためにサイズを定めて設

計したノンスクリーン型Ｘ線フィルムで、Ｘ線に直接露出させ

るように設計されている。 

 

*【使用方法】 

X 線レントゲン装置に当デンタルフィルムをセットし、撮影を

実施する。撮影時間は表 1 のとおり。 

撮影に当たっては、レントゲン装置の取扱説明書等に従い正

しく行うこと。 

 

 表 1 

撮影部位 部位 
撮影時間（秒） 

D 感度 F 感度 

上顎 

前歯 0.25 0.13 

小臼歯 0.30 0.17 

臼歯 0.35 0.19 

下顎 

前歯 0.20 0.10 

小臼歯 0.20 0.11 

臼歯 0.25 0.13 

撮影時の管電圧 65kV、管電流 8ｍA 

 

*【使用上の注意】 

1.フィルムはサイズにあった歯科用Ｘ線フィルムカセッテ（専

用カセッテ）にて使用すること。 

2.適切な安全光の下で開封すること。 

3.開封後はなるべく早めに使用すること。また、遮光のため、

内袋に入れたまま保管すること。 

4.局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしな

いこと。 

5.フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避ける

こと。 

6.静電気が発生するような極度な低湿度下での使用は避けるこ

と。 

7.濡れた手による取り扱いは避けること。 

8.二重露光は避ける事。 

9.長時間高温度下での取扱いは避けること。 

10.劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。 

11.フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となるので、必ず地

方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業

者に廃棄を依頼すること。  

 

【保管方法及び有効期間等】 

[保管方法] 

1.直射日光を避け、温度 10～21℃、湿度 40～60％の場所で保

管すること。 

2.放射線や X 線及び有害ガス(ホルマリンガス、硫化水素ガス

等)の影響を受けない場所で保管すること。 

 

[使用期限] 

本品に記載された使用期限以内に使用すること。 

（使用期限は自己認証[製造所データ]による。） 

 

*【保守・点検に係る事項】 

使用前・使用後は破損や劣化等がないか確認すること。これ

らがある場合は使用を中止すること。 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル 

 住所：石川県能美市福島町に 152 番地 

 

製造業者：SKYDENT a.s.（スカイデント社） 

製造国：スロバキア 


